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平成 21 年 11 月５日 

各    位 

東京都新宿区西新宿六丁目 2 4 番１号

会 社 名  ア ク セ ル マ ー ク 株 式 会 社

代 表 者 名  代表取締役社長 小林 靖弘

（コード番号：３６２４ 東証マザーズ）

問 合 せ 先  取締役経営管理部長 峯岸 幸久

（ 連 絡 先     0 3 - 5 3 2 4 - 2 4 4 0 ）

 

 

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ（追加報告） 

 

平成 21 年８月３日付「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」にて適時開示

致しました、株式会社マスターワークへの供託金につきまして、最近の状況を追加報告としてお知

らせいたします。 

記 

 

１． 債務者の概要 

（１）商   号     株式会社マスターワーク 

（２）本店所在地     東京都渋谷区松涛一丁目 17 番 16 号 

（３）代 表 者     代表取締役 大坪義明 

（４）資本金の額     15 百万円 

（５）事業の内容     デジタルコンテンツライツ事業、他 

 

２．債務者に対する債権の種類及び金額 

  （１）債権の種類     供託金 

  （２）金額        200 百万円 

  （３）純資産に対する割合 最近事業年度末（平成 20 年９月 30 日）の純資産（百万円）に対

する割合 22.5％ 

 

３．発生した事実 

   株式会社マスターワーク（以下、「マスターワーク」）は、当社に対して毎月一定金額を返済

する旨の覚書を締結しておりますが、予定している金額通りの返還が実行されておりません。

また、当社が同社と共同運営するアーティストサイトにおいて得られるサイト収益を当社内に

留保することでマスターワークからの返還原資としておりますが、当該収益の現状は平成 21

年８月３日時点で算出した収益計画よりも下回っております。 

今回の状況を踏まえて、会計監査人を交えて協議した結果、平成 21 年９月期第３四半期末

において既に 140 百万円の貸倒引当金を計上しておりますが、平成 21 年９月期末において、

33 百万円の貸倒引当金を追加計上いたします。これにより、貸倒引当金の繰入総額は 173 百

万円となります。その詳細につきましては、本日付「特別損失の計上ならびに業績予想と実績

との差異に関するお知らせ」および「平成 21 年９月期決算短信」を合わせてご参照ください。 
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４．今後の見通し 

   債務者は、引き続き毎月一定金額を返還するよう最善の努力を続けており、当社としてはそ

の進捗を確認しながら債権の回収に全力を尽くす所存であります。また、当該アーティストサ

イトの収益強化を図ることで返済原資の確保に努めてまいります。 

    

 

 以 上  

 

 

■本件に関するお問合せ先 

アクセルマーク株式会社 

経営管理部 IR担当 

【TEL】03-5324-2445 ／【email】ir@axelmark.co.jp 


